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様式第13号 (第 19条 関係 )

草津市青地町字六反 田196番地

近畿環境保全株式会社

代表取締役 西村 忠浩 様

一般廃棄物収集運搬業許可 (更新)証

守 山市指令第 9号

令和 6年 2月 19日

所

名

住

氏

守山市長 森  中 高

禅

令和 6年 1月 29日 に申請のあった一般廃棄物収集運搬業の 申請 について

許可の更新

癖

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7条 の規定により、次の条件を付 し

第 2項

禅

て します。

許可を更新

許可の期間 令和 6年 4月 1日 か ら令和 8年13月 31日 まで

取 り扱 う一般廃棄物の種類 事業系二股廃棄物

事業の区域 守山市全域

事業所

(本社 )

所在地 草津市青地町宇六反 田196番地

名 称 近畿環境保全株式会社

守山市内

事業所

営業所

所在地 守 山市岡町 4番地の 2

名 称 近畿環境保全株式会社

許可の条件 別紙の とお り



別 紙 A

一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の許 可 に係 る条 件

1 -般 廃 棄 物 の 取 り扱 い につ い て は 、廃 棄 物 の処 理 及 び 清 掃 に関す る法 律 施 行

令 第 3条 の 基 準 に よ る こ と。

2 事 業 の 運 営 、改 善 向 上 に留 意 し、常 に 関係 法令 、条 例 、本 市 の一 般 廃 棄 物 処

理 計 画 等 を遵 守 す る こ と。

3 本 市 施 設 へ の搬 入 等 につ い て

(1)市 内 の 契 約 事 業 所 、 商 店 か ら排 出 され る一 般 廃 棄 物 (資 源 物 を 除 く)は 、

(5)に 掲 げ る もの 以 外 は 、す べ て本 市 施 設 へ搬 入 す る こ と。

(2)市 外 の 事 業 所 、 商 店 か ら排 出 され る下般 廃 棄 物 は 、 一 切 、本 市 施 設 ヘ

搬 入 しな い こ と。

(3)本 市 の 分 別 区分 お よび 収 集 方 法 に よ り搬 入 す る こ と。 ま た 、収 集 作 業 員 お

よび 契 約 事 業 所 に対 し、 分別 方 法 等 適 切 に指 導 す る こ と。 (別 紙 B)

(4)処 理 施 設 の係 員 の指 示 に従 つ て搬 入 す る こ と。

(5)次 に掲 げ る も の は 、 本 市 施 設 に は搬 入 で きな い 。

・ 産 業 廃 棄 物

・ 感 染 性 廃 棄 物

・ 次 の 一 般 廃 棄 物

① 有 害 性 の あ る もの

毒 物 、 濠1物 、農 薬 、 医薬 品等 、水 銀 含 有 物

② 危 険 性 の あ る もの

注 射 針 、危 険 防 止 措 置 を講 じて い な い 刃 物 、 そ の他 鋭 利 な物 等

③ 爆 発 性 、発 火 性 、 引火 性 の あ る もの

プ ロパ ンガ ス ボ ンベ 、シ ンナ ー 、塗 料 、ガ ノ リン 、灯 油 、機 械 油 、食 油 、

ガ ス 抜 き され て い な い カ セ ッ ト式 ボ ンが ま た は ス プ レー 缶 、 ラ イ タ ー 、

多 量 の マ ッチ 等

④ 著 し く悪 臭 を発 す る も の

ふ ん尿 、嘔 吐 物 等

⑤ ① か ら④ に掲 げ る もの の 他 、 一 般 廃 棄 物 の 処 理 を著 し く困難 に し、 ま

た は本 市 処 理 施 設 の機 能 に支 障 を生 じ させ る もの



ア 樹 木 剪 定 くず (樹 木 の 剪 定 を業 と して い る者 が 当該 剪 定 に よ り排 出

す る もの に 限 る。 )

イ 刈 り取 つ た 草 (土 地 の 除 草 を業 と して い る者 が 当該 除 草 に よ り排 出

す る もの に 限 る。 )

ウ 縦 、横 、長 さが 2m、 lmお よび lmの 大 き さの 直 方 体 を超 え る も

の

工  長 尺 物 等

オ  ー 時 に多 量 に搬 出す る もの

(6)資 源 物 は 、独 自で 資 源 化 ル ー トを構 築 す る こ と。

(7)本 市 施 設 へ の搬 入 の方 法 を厳 守 す る こ と。 (搬 入 方 法 → 別 紙 C)

(8)本 市 の処 理 に支 障 が 生 じる場 合 に は 、搬 入 を規 制 し又 は停 止 す る こ とが あ

る こ と。

(9)ご み を収 集 ・ 連 搬 す る際 、本 市 が指 示 した表 示 を車 両 の 指 定す る箇 所 に 必

ず 付 す こ と。                    (表 示 板 → 別 紙 D)

(10)ご み を運 搬 す る際 、 テ ー ル ゲ ー ト (後 部扉 )を 閉 め る こ と。

(H)そ の他 、本 市 の 指 示 に従 うこ と。

4 収 集 料 金 等 につ い て

(1)事 業 者 との契 約 につ い て は 、 市 が指 導 す る分別 方 法 に よ る収 集 運 搬 契 約 を

行 うこ と。

(2)本 市 施 設 へ 搬 入 す る場 合 の処 理 手 数 料 の納 入 につ い て は 、本 市 が送 付 す る

納 入 通 知 書 に よ り、 毎 月 末 日ま で に前 月 分 を一 括 納 入 す る もの とす る こ と。

5 許 可 申請 事 項 の変 更 につ い て

許 可 申請 事 項 に変 更 を生 じる場 合 に は 、 そ の 旨を廃 棄 物 の 処 理 お よび 清 掃 に

関 す る法 律 (昭 和 45年 法 律 第 137号 )の 定 め る とこ ろに従 い 届 け 出 る こ と。 (許

可 申請 事 項 変 更 届 出書 の様 式 は 、許 可 証 発 行 時 にお 渡 し します 。 )

た だ し、 車 両 そ の他 運 !月又れ車 両 等 の 更 新 及 び 増 車 等 を行 う場 合 は 、 事 前 に変 更 の

申 し出 を し、承 認 を得 る こ と。

6 許 可 証 等 の 取 り扱 い につ い て

(1)許 可 証 は 、他 人 に貸 与 し又 は譲 渡 して は な らない こ と。

(2)許 可 証 を亡 失 し、 き損 し、又 は汚 損 した とき は 、 守 山 市 廃 棄 物 の減 量 お よ

び 適 正 処 理 な らび に環 境 美 化 に 関す る条 例 施 行 規 則 (平 成 9年 規 則 第 11号 。



以 下 「規 則 」 とい う。 )第 23条 の 規 定 に よ り遅 滞 な く許 可 証 再 交付 申請 書 を

市 長 に提 出 しな けれ ば な らな い こ と。

(3)許 可 後 、 車 両 ご とに識 別 カ ー ドを貸 与す るが 、 こ の カ ー ドは車 両 ご との カ

ー ドで あ る た め 、他 の車 両 の も の と混 同 しない よ うにす る こ と。

なお 、許 可 車 両 外 の車 両 が こ の カ ー ドを使 用 して 1月費入 す る こ とは 、 当 然 、認

め られ な い 。

カ ー ドが 不 要 に な つ た とき は 、 速 や か に市 へ 返 去「す る こ と。

カ ー ドを紛 失 ま た は破 損 した と き は 、速や か に市 へ 報告 す る こ と。

(4)次 に掲 げ る い ず れ か に該 当 した ときは、規 則 第 25条 の規 定 に よ り、 直 ちに

許 可証 を 市 長 に 返納 す る こ と。

① 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の許 可 を取 り消 され た と き

② 業 務 の 全 部 の停 止 を命 ぜ られ た とき

③ 許 可 証 の 再 発 行 を受 け た 後 に 亡 失 した許 可 証 を発 見 した とき

7 実 績 報 告 書 の 提 出 につ い て

規 則 第 26条 の 規 定 に よ り、毎 月 の 実 績 を翌月 10日 ま で に実 績 報 告 書 に よ り提

出す る こ と。 な お 、実 績 の な い 場 合 で も同様 とす る。 (実 績 報 告 書 の 様 式 は 、

許 可 証発 行 日寺イこお 渡 し します 。 )

8 許 可証 発 行 時 に 一般 廃 棄 物 搬 入 (年 間 )許 可 申請 書 の様 式 を渡 す の で 遅 滞 な

く、 この 申請 書 を提 出す る こ と。 (搬 入 許 可証 を本 市 よ り令 和 6年 3月 31日 ま

で に手 交 しま す 。 なお 、この搬 入 許 :可 証 の発行 が な い 者 は令 和 6年 4月 1日 か

らの l月又声入 が で き ませ ん。 )

9市 内 に営 業 所 を設 置 して い る事 業 者 は 、外 か ら見 え る よ うに営 業 所 の 明 示 、

連 絡 先 を 明 示 す る こ と。 (看 板 等 の 設 置 )



別紙 B

事業系廃棄物の分別区分および収集方法

事業所

区分 廃棄物の内容 収集方法

事業系

一般廃

棄物

・厨芥類

・紙くず

。本くず

・枝木

草花

食品の売れ残 り、食べ残 し物等

ちり紙、紙コップ等

割 り箸、蒲鉾板、本箱、木製家具等

せん定枝 (造園業者等がせん定した

ものは除く)等

花、茎、つる、雑草 (造園業者等が

刈 り取ったものは除く)等

・ペールに直接または透明ポ

リ袋 に入 つた ものを収集

(水切 りの徹底)

1,廃蛍光管等の水銀使用の廃棄物については、水銀使用製品産業廃棄物として処理 してください。

2.プ リンター用紙 (連続用紙)については、資源物になります。秘匿文書等もできるだけシュレ

ンダ~にかけ、資源物として処理 してください。やむを得ず事業系一般廃棄物に出す場合は、 1

枚ずつ切 り裂いてくださしヽ。

3,資源物は、事業所が自らの責任において処分 してください。 (環境センターヘの搬入はできま

せん。)

4.次の物は排出できませんので、購入店や専門の処理業者に処理を依頼 してください。

(1)産業廃棄物、医療廃棄物等感染性のあるもの。

(2)次の①～⑤までのもの。

① 有害性のあるもの         ⇒ 毒物、濠ll物 、農薬、医薬品等、水銀含有物

② 危険性のあるもの         ⇒ 注射針、刃物、その他鋭利な物等

③ 爆発性、発火性、引火性のあるもの ⇒ プロパンガスボンベくシンナー、塗料、ガノリ

ン、灯油、食用油、ガス抜きのできていないカ

セット式ガスボンベ・スプレー缶、ガスライタ

ー等

④ 著 しく悪臭を発するもの      ⇒ ふん尿、嘔吐物等

⑤ ①か ら④に掲げるものの他、次のア～オに該当するもの

⇒ア 樹木の剪定を業としている者による剪定くず

イ 除草を業としている者により刈取った草

ウ 2m× lm× lmの直方体を超えるもの

工 長尺物等

オ ー時に多量に排出されるもの



事業系集合住宅

区分 廃棄物の内容 収集方法

焼去「

ごみ

・生ごみ  残飯、野菜くず、茶殻、卵の殻

。紙くず  ちり紙 (書類などは資源へ
)

・本くず  長さ 50cm程度までの木片

・プラ類  有色 トレイ、容器包装類、レジ袋等

・少量の金属を含んだ複合品

・ゴム製品 (長期ヒ等)、 皮革製品、繊維類

・ペールに直接または透明ポ リ袋

に入つたものを収集 (水切 りの

徹底 )

・姿 に事 業 系 同 JV―集合住宅 シール

が貼 られたもののみ収集

破砕

ごみ

・家電類、小型金属類、陶磁器、ガラス類、その

他 (金属を含む複合品等)

・カセットボンベ、スプレー缶、蛍光管、電池等

・コンテナ、ペエルに直接または

透明ポ リ袋に入つたものを収

集

・袋に事業系回収集合住宅シール

が貼 られたもののみ収集

1.必ず事業系回収集合住宅シールを透明ポリ袋に貼 り付けてください。貼 られていないものは搬

入できません。

2.少量の金属とは小ねじ程度の金属のことです。



別紙 C

搬入方法

1 分別区分について

別紙 Bを参照のこと。

2 搬入経路について

(1)セ ブンイレブン横 (立 田町信号を左折)の道路より搬入すること。 (別紙搬入経路図参考)

(2)搬入道路は、住民に迷惑をかけないようにすること。

①速度は、法定速度以下で走行すること。特に、セブンイレブンの交差点では汚水の流出等が

ないよう会行に努めること。

②一時停止等の交通法規を守ること。

③道路幅が狭い為、住民優先の譲り合いの精神をもつて、他車とのトラブルを起こさないよう

にすること。

(3)環境センター内は、路面上の矢印に従つて走行すること。

(4)セ ンター内は、公行し、安全運転を行 うこと。特に、計量台付近、スロープ付近、破砕ごみ

搬入路出日付近は注意すること。 (一般搬出入車両優先)

(5)帰路も浜街道までは、同じ道路を通ること。

(6)セ ンタ‐付近での休憩等のための駐車はしないこと。

3 搬入手続について

(1)計量台の手前で一時停止して、バーが下 りていることを確認 し、登録車用の計量台の上に静

かイこ乗ること。

(2)計量ポス トのカー ドリーダーにカー ドをかざし、タッチパネルでごみ種 (焼去,ごみ、石皮砕ご

み等)を選択 し、計量開始を選択すること。

(3)正 しく計量できたこと (計量完了の音)を確認すること。バーが上がり次第進八すること。

(4)帰路 (2回 目)の計量時、 1回 目と同様にカー ドをかざし、計量票を受け取ること。

(5)マ ニフェス トはごみ投入前に提出すること。

(6)事業系一般廃棄物収集 リス トを提出すること。

(7)ごみの種類に応 じた投入場所に行き係員の指示に従 うこと。

(8)搬入時は、静かにすること。 (むやみに警笛を鳴らさないこと。)

4 事業系一般廃棄物 (焼却ごみ)の投入について

(1)指定場所に投入すること。

(2)中身が分かる状態で投入すること (袋に入れる場合は透明ポリ袋を使用すること。)

(3)上 リスロープに進入すること。 自動高速シャッターの前で一旦停止すること。シャッターが

開き次第プラッ トホームに入ること。

(4)車両は投入扉に対 し、後ろ向きの状態にすること。

(5)車両のごみピッ トヘの転落事故が起きないよう、車両後退については十分に注意することc



(6)自 動投入扉 (オ レンジ色)が開き次第、投入すること。 (指示がないかぎり連続投入は禁止)

(7)2名 乗車の場合、 1名が降車して誘導する際は必ず安全帯を使用すること。

(8)プラットホームにごみがこばれた場合及び汚水等で汚れた時は、必ず清掃すること。

(9)出 日の自動高速シャンタ~の前で一旦停止すること。

(19)下 リスロープでは、途中狭いところがあるため、特に速度を落として走行すること。また、

スロープを降りたところで一旦停止し、搬入車の合流に注意すること。

(11)建物を外周 し、ポス トがある計量器 (外イ貝ll)に 乗 り、カー ドリーダ∵にカー ドをかざして、

計量完了の音が鳴れば計量票を取ること。バーが開き次第退出することな

(12)『焼去]ごみ』以外のものが混載されている場合は、施設への投入を拒否する。なお、錯誤に

より投入をした場合は、必ず、環境センター職員に連絡し、その指示に従 うこと。

(13)投入後、搬入車両 (パ ッカー車)の水洗は禁止する。ごみの付着等は棒等にて除去すること

5 破砕ごみ (事業系集合住宅からの排出に限る)の投入について

(1)1階破砕ごみ搬入自動高速シャッターの前で一旦停止すること。破砕ごみの投入場所につい

ては、環境センター職員の指示を受けること。

(2)『破砕 ごみ』以外のものが混載されている場合は、施設への搬入を拒否する。なお、錯誤に

より搬入をした場合は、必ず、環境センター職員に連絡し、その指示に従 うこと。

(3)中身が分かる状態で投入すること (袋に入れる場合は透明ポリ袋を使用すること。)

(4)出 回の自動高速シャンタ~の前で一旦停止すること。

(5)建物を外周すること。途中、搬入車の合流に注意すること。

(6)ポス トがある計量器 (外側)に乗り、カー ドリ‐ダーにカー ドをかざして、計量完了の音が

鳴れば計量票を取ること。バーが開き次第退出すること。

6 カセットボンベ・スプレー缶、蛍光管、電池等 (事業系集合住宅からの排出に限る)について

石皮砕ごみとは別で収集運搬 し、環境センター職員の指示に従つて降ろすこと。

7 環境センターでの安全確保について

(1)環境センター内は公行 し、後退する際等は車両の周囲に十分注意すること。

(2)環境センター内では、必ず係員の指示に従 うこと。

8 搬入時間について

搬入時間は、午前 8時 30分より午後 4時までとする。ただし、正午から午後 1時まで

の 1時間の搬入は受け付けない。

9 規則を守らない場合、搬入拒否または期間を定めて一般廃棄物収集運:般業の停止を命 じ、もし

くはその許可を取り消すことがある。

10 過積載は、絶対に行わないこと。



環境センター搬入経路
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別紙D

表 示 板 につ い て

1 許可車両番号は、次により表示するものとし、表示方法は容易に脱着できないように接着

剤などで表示板を車両に貼 り付けるか、または、容易にはげ落ちないように塗料で車両に直

接塗装して表示すること。ただし、コンテナ車のコンテナ部分については、磁石式の表示板

を可とする。

(1)車の前面に許可車両番号を表示すること。規格は直径 10c111以 上とする。

(2)車の両イ貝ll面 (ドア)、 後面および右側面後方に許可車両番号を表示すること。規格は、縦

17 cm以上、横 40 cm以上とする。

ヽ

(3)上記図中の番号は一例ですので、車両ごとの許可番号を表示すること。

(4)他市の表示板については、市内で収集、運搬業務を行 うときについては見えないようにす

ること。また、市外で収集、運搬業務を行 うときは本市の表示板を見えないようにすること。

(パ ッカー車と同色の磁石式ステッカーを貼る等)

2 許可車両番号の表示が無い (前項の規定を満たさない)車両は、二説可を受けた車両と見な

さない ヰゝの とし、環境セ ンターヘの榊 入オ〆拒否す るハ


